
建
築
物
衛
生
対
策
に
つ
い
て

（
１
）
建
築
物
等
の
衛
生
対
策
に
つ
い
て

・
「
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
く
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
基
準
の
適
合
率
の
改
善
。

・
立
入
検
査
等
に
基
づ
く
指
導
助
言
を
通
じ
た
特
定
建
築
物
維
持
管
理
権
原
者
へ
の
指
導
。

010203040506070

32
,0

00

34
,0

00

36
,0

00

38
,0

00

40
,0

00

42
,0

00

44
,0

00

46
,0

00

立 入 検 査 等 率 （ ％ ）

特 定 建 築 物 届 出 数

特
定
建
築
物
届
出
数
と
立
入
検
査
等
率
の
推
移

特
定
建
築
物
届
出
数

立
入
検
査
等
率

0102030405060

不 適 合 率 （ ％ ）

空
気
環
境
の
調
整
に
係
る
不
適
合
率
の
推
移

浮
遊
粉
じ
ん
の
量

一
酸
化
炭
素
の
含
有
率

二
酸
化
炭
素
の
含
有
率

温
度

相
対
湿
度

気
流

（
２
）
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
対
策
に
つ
い
て

・
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
相
談
等
の
体
制
の
充
実
化
及
び
普
及
啓
発
の
促
進
。
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5
号

建
築
物
飲
料
水

貯
水
槽
清
掃
業

7
号

建
築
物
ね
ず
み

昆
虫
等
防
除
業

8
号

建
築
物
環
境
衛
生

総
合
管
理
業

6
号

建
築
物
排
水
管

清
掃
業

【建築物環境衛生管理基準】

・ 空気環境の調整
・ 飲料水の管理
・ 雑用水の管理
・ 排水の管理
・ 清掃
・ ねずみ、昆虫等の防除

3
号

建
築
物
空
気
調
和

用
ダ
ク
ト
清
掃
業

4
号

建
築
物
飲
料
水

水
質
検
査
業

＜都道府県知事の登録対象業種＞

＊延べ登録営業所数
18,894か所（25年度末）

ビルメンテナンス業者

所
有
者
等

特
定
建
築
物

維
持
管
理
権
原
者

建
築
物
環
境
衛
生

管
理
技
術
者

維持管理

選
任 意

見

【特定建築物所有者等】
（所有者又は全部の管理の権原者）

・特定建築物の届出
・建築物環境衛生管理技術者の選任
・維持管理に関する帳簿書類の管理

【特定建築物維持管理権原者】
（当該特定建築物の維持管理について権
原を有する者）

・建築物環境管理基準に従い維持管理
・建築物環境衛生管理技術者の意見尊重
・改善命令等に従う

※特定建築物所有者等と維持管理権原者が
同一の場合と異なる場合がある。

監
督

※

所
有
者
等
又
は
特
定
建

築
物
維
持
管
理
権
原
者
が

自
ら
維
持
管
理
を
行
う
場

合
が
あ
る
。

43,876か所（25年度末）

（3000m2以上）
興行場、百貨店、集会場、図書館、博
物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、
旅館 等

（8000m2以上）
小学校、中学校 等

特定建築物

（１）建築物における衛生的環境の確保に関する法律概要

都道府県
保健所設置市

届
出

検
査
等

2
号

建
築
物
空
気
環
境

測
定
業

目的（第１条）

「この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定める
ことにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目
的とする。」

1
号

建
築
物
清
掃
業
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(２）特定建築物の数及び建築物環境衛生管理技術者数の年次推移

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

総　数 25,652 26,938 28,076 29,154 30,287 31,117 32,426 33,150 33,886 34,469 34,718

特 興行場 738 787 817 861 889 924 976 1,021 1,052 1,092 1,099

定 百貨店 1,911 1,921 1,951 1,996 2,067 2,102 2,161 2,196 2,208 2,163 2,109

建 店　舗 2,865 3,118 3,309 3,525 3,783 4,050 4,364 4,583 4,962 5,150 5,254

築 事務所 11,916 12,502 13,012 13,406 13,745 13,989 14,401 14,595 14,759 14,965 15,058

物 学　校 1,561 1,652 1,747 1,824 1,915 2,011 2,160 2,245 2,332 2,394 2,492

旅　館 4,365 4,569 4,729 4,898 5,105 5,182 5,394 5,474 5,460 5,521 5,509

その他 2,296 2,389 2,511 2,644 2,783 2,859 2,970 3,036 3,113 3,184 3,197

管技 総　数 50,007 52,796 55,430 57,757 60,038 62,872 65,531 68,884 71,949 75,185 78,240

理術 講習会 37,857 39,367 40,870 42,326 43,809 45,430 47,092 48,771 50,164 51,654 53,258

　者 国家試験 12,150 13,429 14,560 15,431 16,229 17,442 18,439 20,113 21,785 23,531 24,982

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

総　数 36,319 37,687 38,650 39,487 40,063 41,038 41,757 41,977 43,137 43,236 43,876

特 興行場 1,139 1,152 1,181 1,189 1,184 1,215 1,216 1,195 1,200 1,198 1,194

定 百貨店 2,124 2,123 2,106 2,149 2,130 2,135 2,073 2,031 2,037 2,018 1,997

建 店　舗 5,607 5,968 6,307 6,625 6,891 7,284 7,638 7,750 8,257 8,509 8,840

築 事務所 15,965 16,641 16,967 17,221 17,387 17,660 17,928 18,070 18,342 18,203 18,485

物 学　校 2,597 2,795 2,889 2,999 3,061 3,140 3,224 3,293 3,419 3,476 3,557

旅　館 5,579 5,625 5,719 5,766 5,811 5,966 6,005 5,934 6,049 6,008 5,990

その他 3,308 3,383 3,481 3,538 3,599 3,638 3,673 3,704 3,833 3,824 3,813

管技 総　数 81,894 84,365 89,582 92,012 95,329 98,493 101,646 104,955 107,725 112,518 115,148

理術 講習会 55,017 56,541 58,247 59,866 61,437 62,935 64,262 65,871 67,274 68,600 70,225

　者 国家試験 26,877 27,824 31,335 32,146 33,892 35,558 37,384 39,084 40,451 43,918 44,925

（注１）
　Ｓ63年～Ｈ9年は年末（12月末）現在
　Ｈ10年からは年度末（3月末）現在

（注２） 平成22年度の数値については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、
福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。

特定建築物の数は、厚生労働省「衛生行政報告例」による。

［主な改正経緯（特定建築物関係）］

○特定建築物の適用範囲の拡大(S48.5.17公布,S48.11.1施行）
・床面積（8,000→5,000㎡）
・除外規定（5％→10％）

○特定建築物の適用範囲の拡大(S50.7.18公布,S51.7.1施行)
・床面積（5,000㎡→3,000㎡）

○特定建築物の適用範囲の拡大(H14.10.11公布,H15.4.1施行)
・除外規定の撤廃
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(３）登録営業所数の年次推移

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

１ 号 3,382 3,415 3,433 3,579 3,622 3,746 3,707 3,776 3,798 3,815

２ 号 997 1,002 1,000 1,018 1,038 1,048 1,008 1,016 1,009 1,017

３ 号 101 113 125 134 164 129 121 134 141 145

４ 号 682 650 638 637 628 634 621 621 616 614

５ 号 7,202 7,064 6,966 7,075 7,103 7,194 7,046 7,105 7,079 7,149

６ 号 725 858 930 1,011 1,037 1,044 1,061 1,130 1,154 1,192

７ 号 2,470 2,447 2,451 2,518 2,536 2,607 2,578 2,662 2,666 2,708

８ 号 521 1,206 1,540 1,960 2,107 2,159 2,129 2,218 2,235 2,254

旧６号 1,760 1,001 642 0 0 0 0 0 0 0

計 17,840 17,756 17,725 17,932 18,235 18,561 18,271 18,662 18,698 18,894

        資料：衛生行政報告例

（登録業種）

１　号 　建築物清掃業 ６　号 　建築物排水管清掃業

２　号 　建築物空気環境測定業 ７　号 　建築物ねずみ昆虫等防除業

３　号 　建築物空気調和用ダクト清掃業 ８　号 　建築物環境衛生総合管理業

４　号 　建築物飲料水水質検査業 旧６号 　建築物環境衛生一般管理業

５　号 　建築物飲料水貯水槽清掃業

※統計データの掲載場所
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
統計情報で探す（社会保障・衛生で検索）＞平成２４年度衛生行政報告例＞第４章表１～４
（注１）データが更新される可能性がありますので、使用する場合は最新のものを用いてください。
（注２）平成22年度の数値については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福
島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村が含まれていない。

（注）各年度末（３月末）現在

［主な改正経緯（登録制度関係）］

○事業者登録制度の創設(S55.5.10公布,S55.5.10施行)

○事業者登録制度の対象業種の追加変更、登録基準の追加
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都 道 府 県 合 計 理 容 美 容 保健所設置市 合 計 理 容 美 容 特 別 区 合 計 理 容 美 容

北海道 5 3 2 札幌市 3 1 2 千代田区 0 0 0

青森県 0 0 0 仙台市 1 0 1 中央区 0 0 0

岩手県 2 0 2 さいたま市 3 0 3 港区 0 0 0

宮城県 1 0 1 千葉市 0 0 0 新宿区 1 1 0

秋田県 5 0 5 横浜市 1 0 1 文京区 0 0 0

山形県 1 1 0 川崎市 0 0 0 台東区 0 0 0

福島県 2 0 2 相模原市 2 0 2 墨田区 0 0 0

茨城県 5 1 4 新潟市 2 0 2 江東区 0 0 0

栃木県 2 0 2 静岡市 2 1 1 品川区 0 0 0

群馬県 6 3 3 浜松市 0 0 0 目黒区 0 0 0

埼玉県 9 3 6 名古屋市 2 0 2 大田区 0 0 0

千葉県 4 0 4 京都市 0 0 0 世田谷区 0 0 0

東京県 3 1 2 大阪市 1 0 1 渋谷区 0 0 0

神奈川県 3 0 3 堺市 1 0 1 中野区 0 0 0

新潟県 2 0 2 神戸市 1 1 0 杉並区 1 1 0

富山県 0 0 0 岡山市 2 1 1 豊島区 0 0 0

石川県 0 0 0 広島市 0 0 0 北区 0 0 0

福井県 2 0 2 北九州市 1 0 1 荒川区 0 0 0

山梨県 1 0 1 福岡市 6 4 2 板橋区 0 0 0

長野県 1 0 1 熊本市 1 0 1 練馬区 1 0 1

岐阜県 7 1 6 小樽市 0 0 0 足立区 1 0 1

静岡県 4 2 2 函館市 0 0 0 葛飾区 1 0 1

愛知県 5 1 4 旭川市 0 0 0 江戸川区 1 0 1

三重県 2 2 0 青森市 1 0 1 小計 6 2 4

滋賀県 3 1 2 盛岡市 0 0 0

京都県 0 0 0 秋田市 2 0 2

大阪県 0 0 0 郡山市 1 0 1

兵庫県 2 0 2 いわき市 1 0 1

奈良県 0 0 0 宇都宮市 0 0 0

和歌山県 0 0 0 前橋市 3 0 3

鳥取県 8 1 7 高崎市 1 0 1

島根県 9 2 7 川越市 4 1 3

岡山県 3 0 3 八王子市 1 1 0

広島県 1 1 0 船橋市 2 0 2

山口県 0 0 0 柏市 0 0 0

徳島県 2 0 2 藤沢市 0 0 0

香川県 3 1 2 町田市 1 1 0

愛媛県 1 0 1 横須賀市 1 1 0

高知県 1 0 1 富山市 0 0 0

福岡県 2 1 1 金沢市 0 0 0

佐賀県 4 1 3 長野市 0 0 0

長崎県 6 3 3 岐阜市 11 0 11

熊本県 0 0 0 豊橋市 0 0 0

大分県 1 0 1 岡崎市 1 0 1

宮崎県 3 2 1 豊田市 1 0 1

鹿児島県 6 3 3 四日市市 1 0 1

沖縄県 0 0 0 大津市 0 0 0

小計 127 34 93 豊中市 0 0 0

高槻市 0 0 0

東大阪市 1 0 1

枚方市 0 0 0

西宮市 0 0 0

尼崎市 0 0 0

姫路市 0 0 0

奈良市 0 0 0

和歌山市 1 0 1

倉敷市 1 0 1

呉市 0 0 0

福山市 1 0 1

下関市 0 0 0

高松市 3 1 2

松山市 0 0 0

高知市 1 0 1

大牟田市 0 0 0

久留米市 0 0 0

長崎市 1 1 0

佐世保市 2 0 2

大分市 0 0 0 合 計 理 容 美 容

宮崎市 3 2 1 都道府県計 127 34 93

鹿児島市 5 3 2 保健所設置市計 80 19 61

那覇市 0 0 0 特別区計 6 2 4

小計 80 19 61 合 計 213 55 158

移動理美容車許可状況（平成２５年度末現在）
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生
活

衛
生

課
所

管
表

彰
一

覧

カ
テ

ゴ
リ

ー
頻

度
表

　
彰

　
名

対
　

象
　

者
伝

達
方

法

大
臣

表
彰

毎
年

生
活

衛
生

功
労

者
 厚

生
労

働
大

臣
表

彰
生

活
衛

生
関

係
営

業
に

関
し

、
組

織
活

動
の

推
進

、
衛

生
措

置
の

改
善

向
上

等
に

特
に

顕
著

な
功

績
が

あ
っ

た
者

毎
年

１
０

月
下

旬
「
生

活
衛

生
功

労
者

 厚
生

労
働

大
臣

表
彰

」
式

典
に

お
い

て
伝

達

大
臣

表
彰

毎
年

理
容

師
美

容
師

養
成

功
労

者
 厚

生
労

働
大

臣
表

彰
理

美
容

養
成

施
設

の
教

職
員

で
あ

り
、

理
容

教
育

又
は

美
容

教
育

の
向

上
に

特
に

顕
著

な
功

績
が

あ
っ

た
者

毎
年

８
月

上
旬

「
全

国
理

容
師

美
容

師
養

成
施

設
教

職
員

研
修

会
」
式

典
に

お
い

て
伝

達

大
臣

表
彰

毎
年

建
築

物
環

境
衛

生
功

労
者

 厚
生

労
働

大
臣

表
彰

建
築

物
環

境
衛

生
技

術
の

向
上

、
業

界
の

指
導

育
成

等
に

特
に

顕
著

な
功

績
が

あ
っ

た
者

毎
年

１
月

下
旬

「
建

築
物

環
境

衛
生

管
理

全
国

大
会

」
式

典
に

お
い

て
伝

達

大
臣

感
謝

状
５

年
毎

環
境

衛
生

監
視

業
務

功
労

者
 厚

生
労

働
大

臣
感

謝
状

環
境

衛
生

監
視

員
と

し
て

監
視

業
務

に
精

励
し

、
そ

の
功

績
が

特
に

顕
著

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

５
年

に
１

回
　

１
１

月
上

旬
「
生

活
と

環
境

全
国

大
会

」
式

典
に

お
い

て
伝

達
次

回
は

平
成

２
９

年
度

健
康

局
長

感
謝

状
毎

年
環

境
衛

生
監

視
業

務
功

労
者

 健
康

局
長

感
謝

状
環

境
衛

生
監

視
員

と
し

て
監

視
業

務
に

精
励

し
、

そ
の

功
績

が
特

に
顕

著
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
毎

年
１

０
月

下
旬

「
生

活
と

環
境

全
国

大
会

」
式

典
に

お
い

て
伝

達

健
康

局
長

感
謝

状
1
0
年

毎
生

活
衛

生
営

業
経

営
特

別
相

談
員

功
労

者
 健

康
局

長
感

謝
状

都
道

府
県

生
活

衛
生

営
業

指
導

セ
ン

タ
ー

設
立

の
節

目
の

年
（
１

０
年

毎
）
に

お
い

て
、

生
活

衛
生

営
業

経
営

特
別

相
談

員
と

し
て

、
永

年
、

生
活

衛
生

関
係

営
業

の
経

営
指

導
、

育
成

に
精

励
し

、
そ

の
功

績
が

特
に

顕
著

と
認

め
ら

れ
る

者

各
都

道
府

県
指

導
セ

ン
タ

ー
の

設
立

○
０

周
年

記
念

式
典

等
に

お
い

て
伝

達
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